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第１節 計画の総則 

（第６ 計画の習熟） 

  市及び防災関係機関は本計画の習熟，市民に対する計画内

容の周知徹底に努める。 

【追記】市（各部各課）は，計画に定められた災害対策を迅速・適

切に実施できるよう，具体的な対応等を定めた個別マニュアルの整

備を図る＜課＞ 

Ｐ２ 

 

第２節 防災関係機関等の役割分担 

【追記】宇都宮市の事務大綱に以下の２項目を追記＜関＞ 

⑾ 県外からの避難者受入れに係わる県への協力に関すること 

⑿ 県外からの広域一時滞在の受入れに関すること 

Ｐ４ （第１ 宇都宮市及び指定地方行政機関，指定公共機関等の処

理すべき事務又は業務の大綱） 

 

 

 

【追記】栃木県の事務大綱に以下の項目を追記＜関＞ 

 ⒀ 県外避難者の受入れに対する総合調整に関すること 

Ｐ４ 

（第２－１ 市民の果たす役割） 

  市民は「自らの生命は自ら守る」という防災活動の原点に

立ち，被害の軽減・拡大防止のため知識の習得等を実践する。

【修正】市民は「自らの生命は自ら守る」という自助の意識を常に

持ち，平常時においては地域の防災活動に積極的に参加し，災害発

生時には自身の身を守り，災害応急活動に協力するなどして，自ら

被害の軽減・拡大防止に努めなければならない。＜提＞ 

Ｐ９ 

第４節 地震被害想定 

（第１ 前提条件） 

  平成７～８年度に実施した防災アセスメント調査を基に，

海洋型地震（震度５強），直下型地震（震度６強）を想定し，

避難者数等の被害を予測する。 

【修正】防災アセスメント調査の手法を踏襲しつつ，発生震度を１

ランク引き上げ，宇都宮市直下型地震発生時の市内における最大震

度を７（震度階級上では最大）と想定し，更に最新の人口，建物等

の情報を反映させた上で，改めて被害を予測する。＜想＞ 

Ｐ１９ 

～２１ 
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第２節 防災知識の普及計画 

（第２ 市民に対する防災知識の普及） 

  住民一人ひとりが防災に対する正しい知識と技術を身につ

けられるよう，防災知識の普及啓発を推進する。 

【追記】「市民向けの防災マニュアル」を作成・配布するなどして，

平時からの備蓄や災害時に取るべき行動等について継続的に周知

する。＜課＞ 

Ｐ３０ 

 

（第３－２ 防災教育の充実） 

  児童生徒の発達段階に応じた指導の充実や，防災体制の仕

組み等を理解させる。 

【追記】「自助」「互助」等の意識が根付くような指導・訓練等，

災害への対応力を育むことに留意する。＜提＞ 

Ｐ３２ 

 【新規】（第７ 教訓の伝承） 

市や市民は，災害の経験，教訓等を大人から子どもに語り継ぐ機

会を設けるなど，後世に継承されるよう努める。＜提・法＞ 

Ｐ３２ 

第３節 防災訓練計画 

（第４ 児童生徒等の防災訓練）                         

児童生徒が的確な判断と機敏な行動がとれるよう，次のよ

うな教育を行うとともに実践的な訓練の実施に努める。 

イ 地震発生時及び地震が予知された場合の対応 

【修正】 

イ 地震発生時及び緊急地震速報などの地震に関する情報が発

表された場合の対応＜関＞ 

 

Ｐ３４ 

第４節 自主防災組織の育成に関する計画 

（第１－１ 自主防災組織の規模及び編成） 

  自主防災組織は，原則として連合自治会単位又は自治会等

の組織を活かした編成とする。 

【追記】各地域の自主防災組織相互の連携・協調に向け，組織間で

情報・意見交換等を行える連絡会議の設置等について，市が支援す

る。＜提＞ 

Ｐ３５ 

 

 【新規】（第１－４ 防災リーダーの育成・支援） 

地域において防災活動を担う防災リーダーの育成支援を図る。 

＜提＞ 

Ｐ３６ 

第６節 情報・通信システムの整備計画 

（第１ 通信体制の整備） 

  市防災行政無線を本庁，地域自治センター，出張所，上下

水道局，市有車両等に配備する 

【修正】ＭＣＡ無線を防災関係課，地域自治センター，地区市民セ

ンター，市民活動センター，小中学校をはじめとする避難所等に配

備する。＜課・提＞ 

Ｐ４２ 

第１０節 飲料水・食糧等の確保計画 

（第２－２ 備蓄・調達の目標・品目） 

  備蓄・調達品目は，米穀，レトルト食品等の食糧や，寝具，

簡易トイレ等の生活必需品を対象とする。 

【追記】品目の選定に当たっては，高齢者，障がい者，女性，乳幼

児，食物アレルギーのある者等に十分配慮する。＜課・提＞ 

Ｐ５８ 

第１１節 防災拠点・避難場所等の整備計画 

（第１－２ 地域防災拠点） 

各地域自治センター及び各地区市民センターは，地域の防

災拠点として必要な機能の充実に努める。 

【追記】大規模災害発生時には，各地域自治センター，各地区市民

センター，各市民活動センターは地域防災拠点として，必要な情報

の発信・収集を重点的に担う。＜課・提＞ 

Ｐ６０ 

（第２－２ 避難所の指定） 

  指定の避難所施設ですべての避難者を収容できない場合等

には，工場，倉庫等の既存建物をその管理者の了解を得て使

用する 

【追記】指定した避難所が使用できない場合等を想定した協力事業

者の登録制度など，民間施設を効果的に活用できる仕組を検討す

る。＜課＞ 

 

 

Ｐ６２ 



 ２

 

  

【新規】（第２－３ 備蓄避難所の整備） 

緊急的に必要な物資を備蓄した備蓄避難所を予め指定し，災害発生

時に地域の活動拠点となるよう機能の整備に努める。備蓄避難所は

自主防災組織ごとに１箇所以上指定し，地域の実情に応じ拡充を図

る。＜課・提＞ 

Ｐ６２ 

 【新規】（第２－４ 帰宅困難者を収容する避難場所の確保） 

帰宅困難者が発生し，鉄道事業者による受け入れが困難な場合に，

それらを収容できる避難場所等を確保する。＜課・県＞ 

Ｐ６２ 

 

 

 

【新規】（第２－５ 県外避難者の受入施設） 

県外からの避難者を受け入れられるよう，指定避難所や市有施設の

中から受入施設を想定しておく。＜課・県＞ 

Ｐ６２ 

～６３ 

第１２節 緊急輸送計画 

（第２ 緊急輸送車両の確保） 

  災害時の緊急輸送車両として，市保有車両を確保するとと

もに，民間業者との応援体制を整備する。 

【追記】防災活動等に必要な燃料について，栃木県石油協同組合等

との協定締結等の手法により確保に努める。＜県・個＞ 

Ｐ６５ 

第１３節 医療計画 

 【新規】（第１－１ 医療関係団体等との連携） 

医療関係団体と緊急時における協力応援体制を整備しておく。

＜個＞ 

Ｐ６７ 

（第２ 後方医療体制の整備） 

  後方医療支援体制について，関係機関との調整を図り，そ

の体制整備に努める。 

【修正】輪番制病院を後方支援病院として要請し，後方支援体制の

整備を図る。＜個＞ 

Ｐ７０ 

第１６節 建築物等災害予防計画 

（第１－１ 公共建築物等の安全対策） 

  地震発生時に活動の拠点となる公共建築物については，そ

の重要性に応じて耐震診断を実施し，耐震補強に努める。 

【追記】非構造部材の脱落対策についても，国から示される技術的

基準を踏まえ対応する。＜課・個＞ 

Ｐ７７ 
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第１節 災害対策本部設置計画 

（第４－２ 本部会議） 

 (2) 協議事項 

ア 災害応急対策の実施及び調整に関すること。 

【修正】 

(2) 協議事項 

ア 災害予防対策，災害応急対策の方針の作成及びその実施に関

すること。＜法＞ 

Ｐ８５ 

 【新規】（第４－５ 本部情報班） 

災害対策本部事務局内に「本部情報班」を設置し，緊急情報や生

活情報を迅速に収集する。＜個＞ 

Ｐ８６ 

第２節 動員配備計画 

 【新規】（第１－４ 災害の長期化に対応できる応援体制） 

部局内で職員のローテーションを調整することや，部局を超えた

相互応援など，災害の長期化に柔軟に対応できる体制を構築する。

＜個・県＞ 

Ｐ１００ 

第４節 通信運用計画 

（第２ 通信施設等の運用） 

災害情報の収集・伝達は，次の通信施設等を適切に組み合

わせて活用する。 

１ 市防災行政無線 ほか 

【修正】 

災害情報の収集・伝達は，次の通信施設等を適切に組み合わせて

活用する。 

１ ＭＣＡ無線 ほか＜課・提＞ 

Ｐ１１４ 

～１１５ 

第５節 応急避難対策計画 

（第１－２ 避難準備情報，避難勧告・指示の実施） 

  避難準備情報，避難勧告・指示は事態に応じ行う。 

 

【修正】避難準備情報，避難勧告・指示は，「宇都宮市避難勧告等

の判断・伝達マニュアル」に基づき，直近の気象情報等も踏まえ，

総合的に判断し発令する。＜県・個＞ 

Ｐ１１９ 

（第１－３ 報告・通知） 

避難の勧告・指示等を発令した場合は，広報車，防災行政

無線や連絡網等あらゆる手段を活用して市民に伝達する。 

【修正】避難勧告等・指示等を発令した場合は，広報車，防災行政

無線（同報系：上河内地域），登録制メール配信，緊急速報メール

等あらゆる手段を活用して市民に伝達する。＜個＞ 

Ｐ１２０ 

 【新規】（第４ 地域による避難者の受入） 

震災発生直後，地域住民の協力のもと，一時的・緊急的に避難者

を備蓄避難所で受入れ，備蓄してある物資を支給する。＜課・提＞

Ｐ１２３ 

 【新規】（第５－３－(3) 男女双方の視点に配慮した対策） 

避難場所の運営は，男女双方の視点に配慮する。特に更衣室や授乳

室の設置，避難場所における安全性の確保等，女性の視点に配慮す

る。＜課・提＞ 

Ｐ１２４ 

 

 

 【新規】（第５－３－(6) 飼育動物の保護） 

飼育動物を避難所内で円滑に保護するため，避難所全体の配置を考

慮することや全避難者の理解を得られるようルールを設ける等，適

正な飼育環境の確保に努める。＜個＞ 

Ｐ１２５ 

 【新規】（第５－４ 避難者の相互扶助） 

避難者は互いに助け合うとともに，避難者名簿の作成，物資の

受入・配給，炊き出し等，避難所の運営に協力するよう努める。

＜パ＞ 

Ｐ１２５ 



 ３

 【新規】（第７ 帰宅困難者対策） 

１ 事前対策 

(1) 関係機関との連携  

県が主宰する連絡会議を通じ，県，警察，県内の他市町，

鉄道事業者と必要な連絡調整等を行う。＜課・県・提＞ 

(2) 事業者・市民への事前周知 

事業者に向け，社員が帰宅困難となった場合の対策（時差

帰宅等）の検討について呼びかけるとともに，市民に向け，

帰宅困難となった場合にとるべき行動等の事前周知を図る。

＜課＞ 

 ２ 初動対応 

 (1) 避難場所への誘導 

鉄道事業者からの要請を受け，一時滞留，受入が可能な避

難場所を確保し，帰宅困難者の誘導・受入れを行う。＜課・

県＞ 

  (2) 帰宅困難者への支援 

    物資，情報の提供等の支援を行う。＜課＞  

Ｐ１２５

～１２７ 

 【新規】（第８ 県外からの避難者対策） 

 １ 初動対応 

   市は，県外から住民が避難してきた場合，県に報告する。＜

県・課＞ 

 ２ 県外広域避難所の開設・運営 

 県からの要請があった場合，指定避難所及び市有施設の中か

ら県外広域避難所を選定し，開設・運営を行う。＜県・課＞ 

 ３ 県外避難者への支援 

 情報の提供や就学・子育て等に関する支援を行う。＜課＞ 

Ｐ１２７

～１２８ 

 【新規】（第９ 広域一時滞在）＜法・県・パ＞ 

１ 県内市町間の一時滞在（避難，避難の受入れ） 

 (1) 県内市町へ避難する場合 

被災住民の他の市町の区域における一時的な滞在（広域一

時滞在）の必要があるときは，受入れについて，他の市町に

協議することができる。 

(2) 県内市町からの避難を受け入れる場合 

  被災市町から広域一時滞在の協議を受けた場合，正当な理

由がある場合を除き被災住民を受け入れるものとし，一時滞

在の用に供するための公共施設等を決定し，その内容を関係

機関等に通知しなければならない。 

２ 県域を越えた一時滞在（避難，避難の受入れ） 

 (1) 県外へ避難する場合 

被災住民の県外における一時的な滞在（県外広域一時滞

在）の必要があるときは，県に対し，その滞在先の都道府県

と被災住民の受入れについて協議することを求める。 

(2) 県外からの避難を受け入れる場合 

  県から県外広域一時滞在の協議を受けた場合には，正当な

理由がある場合を除き被災住民を受け入れるものとし，一時

滞在の用に供するための公共施設等を決定し，その内容を関

係機関等に通知しなければならない。 

３ 費用負担 

原則として被災した地方公共団体が負担する。 

Ｐ１２８

～１２９ 

第７節 応援要請計画 

（第１―１ 県及び協定締結都市に対する応援要請） 

  現有の人員及び備蓄資機材では災害対策の実施が困難であ

るときは，相互応援に関する協定等に基づき応援を要請する。

【追記】平常時より，できるだけ多くの県内外の自治体との協定締

結に努め，締結後は協力内容，輸送方法等をマニュアル化しておく。

＜県＞ 

Ｐ１３２ 

 【新規】（第４－１ 県と市町が一体となった応援体制の整備） 

県内市町，県外の自治体において重大な被害が発生した場合に備

え，平常時から，県・市町が一体となった「チーム栃木」として被

災市町を応援する体制の整備に努める。＜県＞ 

Ｐ１３６ 

第９節 広報広聴計画 

（第３－１ 緊急広報） 

  災害発生初期の緊急を要する広報は，広報車，テレビ，ラ

ジオ等に基づき伝達する。 

【修正】緊急広報は，緊急速報メール,登録制メール配信，テレビ

のデータ放送，インターネット（ホームページ）等，複数の伝達手

段を活用する。＜個＞ 

Ｐ１４９ 

 【新規】（第６－２－(1) 災害時コールセンターの設置） 

被害規模が大きく，地震発生直後に市民からの問い合わせ電話が

多発する場合には，災害対策本部に災害時コールセンターを設置

し，災害版ＦＡＱに基づき対応する。＜課・提・個＞ 

Ｐ１５２ 

第２１節 文教対策計画 

 【新規】（第１－１－(3) 児童・生徒の下校体制） 

校長は，本市で観測された震度が５強以上の場合は，児童・生徒を

学校に待機させ，保護者の迎えにより下校させる。＜個＞ 

Ｐ１９０ 

第２５節 市管理施設の応急対策計画 

 【新規】（第１－２－(3) 情報システム等の復旧） 

被災により情報システムやネットワーク機器等に障害が発生して

いる場合は，「ICT 部門の業務継続計画」に基づき早期復旧のため

に必要な措置を行う。＜個＞ 

Ｐ２１０ 



 ４

○ 風水害・放射線等対策編 第２章 災害応急対策計画 

 

現行計画の概要 

計画（見直し素案）の概要 

＜想＝想定見直し，課＝課題６点，提＝特別委員会からの提言 

法＝法改正を反映，県＝県計画との整合，個＝各課の個別計画の修正等， 

パ＝パブリックコメント，関＝関係機関からの意見＞ 

 

ページ 

第３節 災害情報収集・伝達計画 

（第３－４－エ 気象情報） 

  竜巻の発生しやすい状況になった時には竜巻注意情報が発

表される。 

【追記】平時より広報紙，ホームページ等を通じ，竜巻の特性・と

るべき行動等を周知する（「竜巻注意情報」についてより詳細に記

載）。＜県＞ 

Ｐ３３ 

第８節 水防計画 

 

 

 

【新規】水防計画は，別冊「宇都宮市水防計画」によるものとして

おり，下記のとおり「宇都宮市水防計画」Ｐ29 に記載 

第 25 水防活動時の安全確保 

水防活動に従事する者は，常に自己の安全確保に努め，二次

災害のおそれがある前兆現象を発見した場合は，周囲にその旨

を知らせるとともに避難を最優先とした活動とすること。＜水

防法の改正＞ 

Ｐ４０ 

第３３節 放射線対策計画【新設】 

 【新規】（放射線対策計画）＜課・提・県＞ 

第１ 警戒活動 

 １ 情報の収集・連絡活動 

 県等の関係機関と連携し情報を収集する。 

  ２ 環境モニタリング体制 

    県の環境モニタリング情報により，放射性物質の影響等

を把握する。 

  ３ 市民への情報提供 

ホームページ，防災メール等を活用し，原発事故の状況

等に関する情報を市民に提供する。 

 第２ 初期活動 

  １ 災害対策本部の設置 

国から原子力緊急事態宣言が発出された場合，災害対策

本部を設置し各部局が連携し対応に当たる。 

  ２ 情報の収集・伝達   

市民に情報を提供し，原子力災害に伴う混乱を未然に防

ぎ又はその軽減に努める。 

  ３ 屋内退避・避難等の実施 

    国から地域住民の屋内退避，避難等の指示が発出された

場合，市は住民等に対し立ち退きの勧告又は指示を行う。 

  ４ 飲料水の安全対策の実施 

国が定める摂取制限に関する指標を超える場合等は，水

道水及び飲料水の摂取制限等必要な措置をとる。 

  ５ 農林水産物・加工食品等の安全性の確保 

県が生産者に対し出荷自粛を要請した場合等には，ホー

ムページ等を活用し広く市民に周知する。 

  ６ 住民等の健康対策 

    国・県等と連携し，住民，避難者等を対象に心身の健康

に関する相談等を実施する。 

 第３ 災害応急活動 

  １ 避難所の開設・運営 

    必要に応じ避難所を開設し，管理運営に当たる。 

  ２ 医療活動の実施 

県と連携し，被災者等を対象に汚染検査，医療救護及び

健康管理等の措置を行う。 

  ３ 児童生徒等の安全対策 

学校は，児童生徒等の安全を確保し，保護者や関係機関

との連携に努める。 

４ 放射線量の測定・公表等 

市民の安心感を高めるため放射線量の測定・公表を行う

（空間放射線量，食品検査，水道水） 

  ５ 除染対策等 

国や県が示す方針や基準，ガイドライン等に基づき除染

等対策を実施する。 

 第４ 復旧対策 

  １ 住民等への健康対策 

県と連携し，住民等の不安を払拭するため，放射線の身

体的影響に係る相談等を実施する。 

  ２ 風評被害の防止 

県と連携し，原子力災害による風評被害の未然防止又は

影響を軽減するため，広報活動等，必要な措置を講じる。 

  ３ 損害賠償 

    迅速かつ正当な損害賠償の履行を求める。 

 第５ 終息期の対策 

市民の不安解消のため，規模を縮小しながら，空間放射

線量の測定，食品検査，健康相談等の措置を実施する。 

Ｐ７７ 

～８１ 

 


